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県  た  ば  こ  税
　この税は、みなさんがたばこを購入するときにその代金の中に含まれているものです。

納  め  る  人
　たばこ製造者、特定販売業者（輸入業者）および卸売販売業者です。

納  め  る  額
　1,000本当たり1,070円です。（令和6年4月1日現在）

〇 たばこの税負担内訳（１箱580円の場合）

申告と納税
　卸売販売業者等が毎月の売渡分をまとめて、翌月末日までに県に申告して納めます。

合　計
国

たばこ税
※たばこ特別税含む

道府県
たばこ税

市町村
たばこ税

令和3年10月1日～ 7,622 1,070 6,552 7,622

（税率：円／1,000本）

たばこは県内で買いましょう！

税抜き価格分　222.39円

国たばこ税　136.04円

たばこ特別税　16.4 円

都道府県たばこ税　21.4 円

市町村たばこ税　131.04円

消費税・地方消費税  52.73円

国のたばこ税
152.44円
（26.3%）

たばこ税
304.88円
（52.6%）

税負担合計
357.61円
（61.7%）地方のたばこ税

152.44円
（26.3%）
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ゴ ル フ 場 利 用 税
　この税は、ゴルフ場を利用したときに課税されるものです。

納  め  る  人
　ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて納めます。

納  め  る  額
　ゴルフ場の利用者は、次の表に定める等級に応じた税率により、ゴルフ場利用税を納めることになります。
　等級は、ゴルフ場の規模、利用料金などを基準としてゴルフ場ごとに決められています。

申告と納税
　ゴルフ場の経営者が毎月分をとりまとめて翌月15日までに県に申告して納めます。

市町への交付金
　県に納められたゴルフ場利用税のうち70％に相当する金額が、そのゴルフ場が所在する市町に交付されます。

県内のゴルフ場数
　13（うち県外にまたがるもの2）

等　　　級 税　　　　　率
1級 1人1日につき　1,200円
2級 1人1日につき　1,150円
3級 1人1日につき　1,080円
4級 1人1日につき　1,010円
5級 1人1日につき　　940円
6級 1人1日につき　　870円
7級 1人1日につき　　800円
8級 1人1日につき　　730円
9級 1人1日につき　　660円
10級 1人1日につき　　590円

非　課　税

①年齢18歳未満の方
②年齢70歳以上の方
③地方税法施行令第7条各号に掲げる障害者の方
④国民体育大会のゴルフ競技（公式練習を含む）に参加する選手
⑤東京オリンピックを含む国際競技大会（公式練習を含む）に参加する選手
⑥学校教育法第1条に規定する学校（幼稚園を除く）の学生、生徒および児童ならびにこれらの者を引率する
教員（保健体育科目の実技または公認の課外活動の場合に限る。）

　次に掲げる方がゴルフ場を利用する場合には、非課税となります。非課税の適用を受けようとする方は、利用す
るゴルフ場の最初の利用時に非課税利用申請書をゴルフ場に提出するとともに、利用するごとに本人確認のための
書類（個人番号カード、運転免許証、旅券等）、障害者手帳または県教育委員会もしくは学校長の証明書を提示
してください。
（ただし、ゴルフ場のメンバーでそのゴルフ場が非課税適用対象者であることを確認できる場合は、当該書類等
の提示を省略することができます。）


